
Ｃ`４
（金属枠、硬性） 17¶600 6¶300

（軟性） 6¶350 6¶300

Ｃ`５
（金属枠、硬性） 15¶500 6¶150

（軟性、骨盤帯） 6¶150 6¶150

上肢装具用 Ｄ`１ 28¶000 7¶550

Ｄ`２ 15¶300 6¶550

Ｄ`３ 13¶900 6¶350

Ｄ`４ 12¶400 6¶200

Ｄ`５ 9¶950 5¶600

Ｄ`６ 7¶500 4¶000

~

１ ２種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、個々の価格のうち、最も高い価格とす
ること。
２ 補高用足部（脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。）を使用す
る場合は、29¶600円増しとすること。
３ 補高用足部は、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
４ 補高用足部の場合は、エのËのｂの付属品等の加算要素として補高の価格を加算するこ
とができないこと。

エ 製作要素価格
Ê 下肢装具
ａ 継 手

名 称 種 類 価 格
円 備 考

股 継 手 固 定 5¶450

遊 動 6¶500

膝 継 手
（片 側）

固 定 5¶350

遊 動 5¶800

プラスチック継手 12¶200

足 継 手
（片 側）

固 定 4¶500

遊 動 5¶300

プラスチック継手 9¶150

~

１ 固定継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。
２ 遊動継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替
式のものも含まれること。
３ 鋼線支柱は、遊動の価格とし、片側を１単位とすること。
４ 短下肢装具用の板バネ支柱は、足継手の遊動の価格とすること。
５ 可撓性のプラスチック継手（継手部分として独立した形状を有するものに限る。）の場合
は、プラスチック継手の価格とすること。ただし、ヒンジ継手の場合は、片側を１単位と
すること。

ｂ 支持部

名 称 種 類 価 格
円 備 考

大腿支持部 Ａ 半月 4¶000

Ｂ 皮革等

１ カフバンド 6¶850

２ 大腿コルセット 13¶600

Ｃ モールド

１ 熱硬化性樹脂 22¶200

２ 熱可塑性樹脂 10¶000

下腿支持部 Ａ 半月 3¶850

Ｂ 皮革等

１ カフバンド 5¶850

２ 下腿コルセット 10¶600

Ｃ モールド

１ 熱硬化性樹脂 20¶600

２ 熱可塑性樹脂 8¶400

足 部 Ａ あぶみ 2¶200 歩行用あぶみは、あぶみに準ず
ること。

Ｂ 足部 足底装具は、Ｂの足部に準ずる
こと。

１ 皮革等

大 11¶900

小 6¶200

２ モールド（熱硬化性樹脂） 12¶300

３ モールド（熱可塑性樹脂） 7¶200

Ｃ 標準靴 730 標準靴は、完成用部品を加える
ことができること。

~

１ 半月及び皮革の価格は、１か所当たりのものであること。

２ 補高、ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、Ëの靴型装具に準ずること。

３ 大腿支持部の坐骨支持式は、18¶300円増しとすること。

４ 下腿支持部のＰＴＢ支持式、ＰＴＳ支持式及びＫＢＭ支持式は、12¶600円増しとするこ
と。

５ 足板の補強を行った場合は、8¶400円増しとすること。

ｃ その他の加算要素

名 称 種 類 価 格
円 備 考

膝サポーター 軟性（支柱付き） 14¶000

軟性（支柱なし） 6¶400
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